
ＡＰＥＣ２０１８と貿易大臣会合概要

２０１８年５月

経済産業省 通商政策局

アジア太平洋地域協力推進室



 ＣＳＲを含めた包摂的で持続可能な資源開発

 ジェンダー包摂性

 食料安全保障の向上 等

２．持続可能で包摂的な成長の促進（Promoting Sustainable and Inclusive Growth）

■テーマ：包摂的機会の活用、デジタル未来の受容
(Harnessing Inclusive Opportunities, Embracing the Digital Future)

３．構造改革を通じた包摂的成長の強化
（Strengthening Inclusive Growth through Structural Reform）

 構造改革に関する新たなＡＰＥＣアジェンダ（ＲＡＡＳＲ）

 良い規制慣行（ＧＲＰ）ビジネス環境改善（ＥｏＤＢ）

 ＡＰＥＣ経済政策レポート（構造改革とインフラ）

 構造改革と人的資本の発展

 財務大臣プロセス（長期的インフラ投資促進、財務包摂性等）

 デジタル経済 等

１．連結性の向上、地域経済統合の深化
（Improving Connectivity、 Deepening Regional Economic Integration）

 ボゴール目標、ポスト・ボゴール目標

 地域経済統合、ＦＴＡＡＰ（アジア太平洋自由貿易圏）、デジタル化のインパクト
 連結性の向上（質の高いインフラの促進等）

 サービス分野の強化 等

２０１８年パプアニューギニアＡＰＥＣのテーマ及び優先事項・主要論点
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２０１８年パプアニューギニアＡＰＥＣ主要スケジュール

（参考）２０１９年以降のホストエコノミー

２０１９年 チリ
２０２０年 マレーシア
２０２１年 ニュージーランド
２０２２年 タイ
２０２３年・２０２４年 未定
２０２５年 韓国

開催場所：首都ポートモレスビー（左図★）
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※2017年12月ISOM時点の情報

日程 会議名

１２月５日・６日 非公式高級実務者会合（ＩＳＯＭ）

２月２４日～３月９日 第１回高級実務者会合（ＳＯＭ１）

５月１１日～２４日 第２回高級実務者会合（ＳＯＭ２）

５月２５日・２６日 貿易大臣（ＭＲＴ）会合

８月４日～２０日 第３回高級実務者会合（ＳＯＭ３）

８月２３日～２７日 鉱業大臣会合（ＭＲＭ）

１０月１５日～１７日 財務大臣会合（ＦＭＭ）

１１月１２日・１３日 最終高級実務者会合（ＣＳＯＭ）

１１月１６日 閣僚会議（ＡＭＭ）

１１月１７日 ＡＢＡＣとＡＰＥＣ首脳との対話

１１月１８日 首脳会議（ＡＥＬＭ）



＜セッション１：多角的貿易体制の支持＞
• ルールに基づく多角的貿易体制の重要性が重要。いかなる貿易措置もＷＴＯと整合的に取られるべき。
• ＷＴＯは市場歪曲的措置への対応に取り組み、ルールが不十分な点については、ＷＴＯの機能改善を図るべき。
• ＷＴＯにおけるルール形成の新たなモデルの一例として、電子商取引に関する取組を紹介。

＜セッション２：デジタルアジェンダを通じた持続可能で包摂的な成長の促進＞
• サイバー空間における、自由で、開かれた、公平な市場環境及びその下でのデータの利活用の促進、ビジネス活動を

阻害しないデータの自由な流通を促進すべき。
• 日本から、データを利活用するビジネスのスタディと、ＦＴＡＡＰ実現への貢献を目指したデジタル貿易・電子商取

引の作業計画案をＡＰＥＣに提案。
• デジタル貿易推進に向けたビルディング・ブロック（基礎的要素）の特定を支持し、「ＡＰＥＣ越境プライバシー・

ルール」の普及に向けた努力も続ける。

＜セッション３：地域経済統合及び連結性の深化＞
• 保護主義に対抗し、自由貿易を推進するコミットメントを明確に示すことが必要。自由貿易は公正な競争基盤の上に

成り立つとの認識に立ち、市場歪曲的措置を是正し、レベル・プレイング・フィールドを確保すべき。
• 質の高い自由で公正なルール形成が重要。ＴＰＰ１１の早期発効、質の高いＲＣＥＰの早期実現を目指すとともに、

質が高く包括的なＦＴＡＡＰを目指すべき。
• １１月の首脳・閣僚会議に向け「質の高いインフラに関するＡＰＥＣガイドブック」の改定、水分野を対象としたセ

クター・ガイドラインの完成を目指すとともに、ＡＰＥＣエコノミーのインフラ関連法制度のレビューや能力構築を
進める。

西銘経済産業副大臣の発言概要

3

ＡＰＥＣ貿易担当大臣会合概要（５月２５日～２６日）

○５月２５日及び２６日の貿易担当大臣会合には、日本から西銘経済産業副大臣及び堀井政務官が出席。

○西銘副大臣より、ルールに基づく多角的貿易体制の重要性を呼びかけるとともに、日本が進めるデジタ
ル貿易、質の高いインフラの取組等を紹介。

○同会合では、①閣僚声明と、②多角的貿易体制の支持に関する議長声明が成果文書としてとりまとめら
れた。



ＡＰＥＣ貿易担当大臣会合声明（骨子）
１．前文
 ＡＰＥＣは、貿易・投資の自由化及び円滑化を通じ、経済成長及び地域統合のドライバーとして、地域における雇用創出や生活水準向上に貢献し続け

てきたが、我々は、その利益が社会の全ての層に行き渡っていないことを認識する。これを踏まえ我々は、ＡＰＥＣが持続的な経済成長と繁栄のエンジ
ンとして役割を果たしていくことを改めて表明する。

 本年のテーマ「包摂的な機会の活用、デジタル化された未来の受容」を、３つの優先課題「連結性の向上、地域経済統合の深化」、「持続可能で包摂的
な成長の促進」、「構造改革を通じた包摂的成長の強化」とともに歓迎し、ＡＰＥＣのインターネット・デジタル経済及び包摂性に関する今後の取組に期
待する。

２．連結性の強化、地域経済統合の深化
 自由で開かれた貿易・投資に関するボゴール目標を達成するとの約束を再確認する。
 政府又はその関連主体からの市場歪曲的な補助金等の支援を除去するよう緊急に求める。
 ＡＰＥＣビジョングループの設立を歓迎する。２１世紀の課題と機会に効果的に対応する戦略的かつ実際的な２０２０年以降のＡＰＥＣのビジョンの発展

に期待する。
 より大きな地域経済統合に向けた具体的なステップとして、アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）の最終的な実現に貢献するためのＡＰＥＣの役割に改

めてコミットする。ＡＰＥＣエコノミーが質の高い、包括的な自由貿易協定に参画するための能力向上に向け、「リマ宣言」と一致した作業プログラムを策
定、実施するために更なる進展を慫慂し、本年内に首脳にＦＴＡＡＰの進展に関する報告を行うことを実務者に指示する。

 インターネット・デジタル経済の発展のため、能力構築、ベストプラクティスの共有、ケーススタディを通じた共通理解の促進の重要性に留意する。デジ
タル貿易円滑化のための基礎的要素（ビルディング・ブロック）の特定を慫慂するとともに、ＡＰＥＣ越境プライバシールール（ＣＢＰＲ）の重要性を認識す
る。貿易のための越境情報流通の重要性を再確認するとともに、情報・データの自由な流通に資する取組を継続する。

 WTO等の国際フォーラにおけるデジタル分野に係る議論に関与し、支援することを慫慂する。
 「サービス競争力ロードマップ」の目的を達成するためのAPEC全体及び個別エコノミーの行動の実施や、サービスに関する規制環境を向上させるため

「サービス分野の国内規制の非拘束原則」及び「サービス貿易関連規制環境測定」への取組を慫慂する。
 「環境サービス行動計画」の進展を歓迎し、主要課題の特定と行動アジェンダのとりまとめを慫慂する。
 本年末までの「製造業関連サービス行動計画」中間レビューの完了に期待する。
 持続的な経済成長にとっての質の高いインフラ及び開発の重要性を再確認する。「ＡＰＥＣインフラ開発・投資関連制度ピアレビュー及び能力構築」及

び「ＡＰＥＣ質の高いインフラ投資ガイドブック」の改定を含む質の高いインフラに関する取組を歓迎する。

３．持続可能で包摂的な成長の促進
 「経済的・金融的・社会的包摂の促進に関するAPEC行動アジェンダ」を実施するとの約束を再確認する。
 経済成長における女性の貢献の重要性を認識する。

４．構造改革を通じた包摂的成長の強化
 貿易投資を阻害する障壁の除去のためには構造改革が重要であることを認識し、良い規制慣行の促進、ビジネスのしやすさ（ease of doing business）、

公共Eサービス、経済法制の強化、競争政策や公的機関のガバナンス向上等に係るＡＰＥＣの作業を強く支持する。 4



ＡＰＥＣ貿易担当大臣会合 多角的貿易体制の支持に関する議長声明
（骨子）

議長声明によるＡＰＥＣエコノミーの太宗の（prevailing）見解の評価を反映したものとさ
れ、以下が主な内容。

● 我々は、ＷＴＯに体現される、ルールに基づき、透明性があり、無差別で、開かれ、包摂的な
多角的貿易体制の効果的な機能確保の重要性を強調する。

● 我々は、多角的貿易体制の支持・強化・改善のため協働するとともに、ＷＴＯルールの効果的
かつ時宜を得た執行を引き続き確保する。我々は、ＷＴＯの貿易モニタリング業務の重要性を
再確認する。

● 我々は、自由で開かれた市場を維持し、保護主義と貿易歪曲的措置に対抗し、ロールバック
（既に導入された措置の是正）を行う約束を再確認するとともに、スタンドスティル（新規の
保護主義措置の不導入）に関する約束の2020年末までの延長の合意を再確認する。

● ＭＣ１１（ＷＴＯ第１１回閣僚会合）の成果を想起し、我々は、漁業補助金に関する閣僚決定、
電子商取引に関する作業プログラムの実施を約束する。我々は、電子商取引、投資円滑化、
サービス国内規制、零細・中小企業及び女性の経済的進出等のイニシアティブを前進させるこ
とに同意する。

● 我々は、ＡＰＥＣ全エコノミーによるＷＴＯ貿易円滑化協定の批准を歓迎する。

● 我々は、情報技術協定（ＩＴＡ）がＡＰＥＣデジタル経済のアジェンダに貢献することを認識
し、拡大情報技術協定への参加を慫慂する。 5
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